
 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
令和３年 ４月１５日 

お客様へ 

株式会社    栃 木 銀 行 

     取締役頭取 黒本 淳之介 

 

外国為替業務の一部および外国送金業務終了について 

 

  株式会社栃木銀行（取締役頭取 黒本淳之介）は、経営資源の再配置を目的として、 

下記の外国為替業務の一部および外国送金業務のお取扱いを終了させていただくことに 

なりました。お客さまには大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますよう 

お願い申し上げます。 

 

                   記 

 

１．仕向送金（海外への送金 等） 

対 象 業 務 取扱終了日 

当行にて「初めて」海外送金を行うお客さまからの 

海外への送金受付業務 
令和３年４月３０日（金） 

当行にて過去に海外送金を行ったことのある 

お客さまからの海外への送金受付業務 
令和３年９月３０日（木） 

 

 

２．被仕向送金（海外からの送金受領 等） 

取 扱 業 務 取扱終了日 

当行にてお受け取りする海外からの送金受け取り

受付業務 
令和３年９月３０日（木） 

    ※取扱終了日までにお受け取り口座のご変更をお願いいたします 

 

３．輸入（信用状発行、為替引受および決済）・輸出（為替買取および取立） 

取扱終了日：令和３年９月３０日（木） 

 

４．ユーロ建外貨預金（普通・定期）の預け入れ終了 

取扱終了日：令和３年９月３０日（木） 

  ※現在、ユーロ建外貨預金（普通・定期）をお持ちのお客様は、お引き出しのみの 

   受付となりますのでご了承願います。                             

以上 


